
 

黒滝村一般競争入札執行要領 

平成 29 年 5 月 1 日 要領第 2 号 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、黒滝村において執行する建設工事請負、業務委託、役務提供及び

物品調達（以下「工事等」という。）の入札について、一般競争入札を実施するにあた

り、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定め

るところによる。 

（１）事前審査型一般競争入札 地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６

号。以下「令」という。）第１６７条の５及び第１６７条の５の２の規定により入札

に参加するために必要な一定の資格（以下「入札参加資格」という。）を定めて行う

条件付き一般競争入札で、入札参加資格等確認申請に基づいた入札前の入札参加資

格審査により適格と認める者で入札を行い、落札者を決定する入札をいう。 

（２）事後審査型一般競争入札 令第１６７条の５及び第１６７条の５の２の規定に

より入札参加資格を定めて行う条件付き一般競争入札で、事前における入札参加資

格審査は行わず入札を行い、開札時においては落札者を定めず落札候補者の順位を

決定し、後に、当該順位に従い入札参加資格を審査し、適格と認める場合に落札者

を決定する入札をいう。 

（対象工事等） 

第３条 一般競争入札の対象となる工事等は、指名競争入札によるもの以外のもので、

次の各号に掲げるところとし、黒滝村入札・契約審査会要綱（平成２７年１月３０日

施行）に規定する黒滝村入札・契約審査会（以下「審査会」という。）に諮り審議の上、

村長（以下「入札執行者」という。）が決定するものとする。 

（１）事前審査型一般競争入札  当該入札に係る入札参加資格要件に「対象工事等と

同種・同規模の工事等の履行実績」、又は「配置予定人員の特殊な資格、経験等」を求

める場合 

（２）事後審査型一般競争入札  （１）以外の場合 

（入札の方法） 



 

第４条 一般競争入札は、原則投函入札の方法によるものとする。ただし、入札執行者

が特に必要と認める場合については、郵便入札によることができる。その入札方法等

については、黒滝村郵便入札執行要領（平成２７年４月１日施行。以下「郵便入札執

行要領」という。）の定めるところによる。 

（入札参加資格） 

第５条 一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加希望者」という。）は、

入札公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、次に掲げる要件をすべて

満たしている者とする。 

（１)黒滝村契約規則（平成９年４月１日規則第７号。以下「契約規則」という。）第３

条第２項の規定による黒滝村入札参加資格者名簿に対象工事等に対応する業種で登載

されている者であること。 

（２）令第１６７条の４に規定する事項に該当しない者であること。 

（３）黒滝村入札参加資格停止措置要領（平成２３年２月１日要領第１号。以下「資格停

止措置要領」という。）に基づく入札参加資格停止措置を受けていないこと。 

（４）破産法（平成１６年６月２日法律第７５号）の規定に基づく破産手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年１２月１３日法律第１５４号）の規定に基づく更生手続

開始の申立て、又は民事再生法（平成１１年１２月２２日法律第２２５号）の規定に

基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てがなされていない者である等、

経営状況が著しく不健全でないこと。（ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の

決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなさ

れなかった者とみなす。） 

（５）各種法令、入札条件等において要求される有資格者、人員等の配置予定が適正であ

ること。（個別の工事等に応じて必要な資格、経験等を詳細に明示すること） 

（６）建設工事請負に係る入札の場合においては、当該建設工事に係る設計業務の受託

者との間に資本面又は人事面において関連がないこと。 

（７）建設工事請負に係る入札の場合においては、当該建設工事を施工するにあたり必

要な建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）第３条の規定に基づく許可を

受けており、かつ同法第２７条の２３の規定に基づく有効な経営事項審査を受けてい

ること。 

（８）実績を求める場合においては、過去において対象工事等と同種・同規模の工事等の

履行実績を有すること。（個別の工事等に応じて対象となる年数・種別・規模等の条件

を詳細に明示すること。） 

（９)前各号に定めるほか、入札執行者が工事等ごとに定める入札参加資格要件をすべて

満たしている者であること。 

２ 前項に掲げる入札参加資格は、工事等ごとに審査会に諮り審議の上、決定するもの

とする。 



 

（入札の公告） 

第６条 入札執行者は、工事等を一般競争入札に付そうとするときは、黒滝村入札執行

要綱（平成２７年４月１日施行。以下「入札執行要綱」という。）第２条の定めるとこ

ろにより入札公告を行うものとし、次に掲げる事項についても当該入札公告等に記載

するものとする。 

（１）当該入札が一般競争入札により実施される旨及び「事前審査型」「事後審査型」の

別 

（２）設計図書等の閲覧期間、場所、方法 

（３）設計図書等に関する質疑の受付期間及び方法、並びに回答の日時及び方法 

（４）事前審査型一般競争入札の場合、一般競争入札参加資格等確認申請書の提出期

限、場所及び方法 

（５）事後審査型一般競争入札の場合、競争入札参加表明書の提出期限、場所及び方

法 

（６）落札者の決定方法 

（７）その他一般競争入札にあたり必要と認める事項 

（設計図書等の閲覧） 

第７条 対象工事等に係る設計図書等の閲覧方法は、入札執行要綱第４条第１項第５項

に定める方法によるものとし、入札参加希望者は、これを閲覧しなければならず、閲

覧を行わない者については当該一般競争入札には参加できないものとする。 

２ 設計図書等を閲覧しようとする者は、入札公告等において示された閲覧期間内に

おいて、役場入札担当課に設計図書閲覧申請書を提出し、設計図書等の貸出し又は

有償頒布を受けるものとする。ただし、黒滝村ホームページに掲載の電磁的記録をダウ

ンロードすることにより閲覧を行う場合においては、この限りでない。 

３ 前項により貸出しを受けた場合においては、入札参加希望者は入札執行者の指定

する日時までに当該設計図書等を返却しなければならない。 

（現場説明会） 

第８条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、工事等の内容により、

入札執行者が省略することで入札の執行上支障があると認める場合には現場説明会

を行うことができる。 

（質疑及び回答） 

第９条 入札参加希望者は、設計図書等に関して質疑があるときは、入札公告等におい

て示された期間内に質疑書により電子メール又はファクシミリにて提出するものと

する。 

２ 前項に規定する質疑に対する回答については、黒滝村ホームページに掲載すること

により行うものとする。 

（事前公表） 



 

第１０条 入札執行者は入札執行要綱第８条の規定するところにより、入札に係る事項

について事前公表を行うものとし、第６条各号に掲げる事項についても併せて当該入

札公告等にて記載し公表するものとする。 

（入札保証金） 

第１１条 一般競争入札における入札保証金については、契約規則第４条、第１１条、

第１２条、及び郵便入札執行要領第７条の規定するところによる。 

（入札の辞退） 

第１２条 入札の辞退については、入札執行要綱第２６条、郵便入札執行要領第６条及

び入札公告等にて指定する方法によるものとする 

（入札中止） 

第１３条 一般競争入札による入札手続き執行途中、又は、入札時において、原則とし

て入札者が２者未満となった場合は、その段階で入札を中止するものとする。ただし、

条件付一般競争入札においては、入札参加者が 1者のみの場合についても、入札の執

行に緊急の必要がある場合は、有効な入札として取り扱うものとし、その旨を事前に

公表する。 

２ 入札執行者は、前項に定めるほか一般競争入札において必要あると認めるときは、

これを延期し、中止し又は取り消すことができる。 

（入札の無効） 

第１４条 一般競争入札において、入札執行要綱第１８条及び郵便入札執行要領第１２

条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無

効とした入札書等については返却しないものとする。 

（１）虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書又は競争入札参加表明書を提出した

者がした入札 

（２）一般競争入札参加資格等確認申請書又は競争入札参加表明書を提出しない者が

した入札 

（３）事後審査型一般競争入札において、入札執行者の指定する提出期限内に一般競

争入札参加資格等確認申請書又は入札参加資格等確認資料等を提出しない者、若し

くは入札参加資格の確認のための指示に従わない者がした入札 

 

第２章 事前審査型一般競争入札 

（入札参加資格の有無等の確認申請） 

第１５条 入札参加希望者は、入札参加資格の有無を確認するため、入札執行者の指定

する日までに、一般競争入札参加資格等確認申請書（様式第１号 以下「確認申請書」

という。）に入札公告等において指定した入札参加資格等確認資料等（以下「確認資料

等」という。）を添えて、入札執行者に提出しなければならない。 

２ 入札執行者は、必要があると認めるときは、前項に掲げるもののほか必要と認める



 

事項について資料の提出を求めることができる。 

３ 第１項に規定する一般競争入札参加資格等確認申請は、設計図書等の閲覧を行った

者でなければすることができない。 

４ 第１項及び第２項に規定する書類の提出は書留郵便による郵送又は持参によって

行うものとし、入札執行者の指定する期日までに到達しなければならない。また、そ

の作成及び郵送に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。また、提出がなされ

た確認申請書及び確認資料等は返却しないものとする。 

５ 第１項及び第２項に規定する書類の提出のない者、及び当該提出書類に基づく入札

参加資格確認の結果入札参加資格がないと認められた者については、当該競争入札に

は参加を認めないものとする。 

（入札参加資格の有無の確認） 

第１６条 入札執行者は、入札参加希望者に明らかに入札参加資格がないと認める場合

を除き、確認申請書を受理するものとする。 

２ 確認申請書を受理したときは、入札執行者は確認申請書及び確認資料等に基づき審

査を行い、審査会に諮り審議を経た上で、当該入札参加希望者について入札参加資格

の有無、並びに入札参加資格がないと認めた場合はその理由について確認を行うもの

とする。 

３ 前項による確認の結果については、一般競争入札参加資格等確認通知書（様式第２

号）にて入札参加希望者に対して通知するものとし、入札参加資格がないと認めた場

合においては、その理由を付して通知しなければならない。 

４ 入札参加資格がないと認められた者で、異議あるときは、その理由について入札

執行者に説明を求めることができる。 

（入札参加資格の取消し） 

第１７条 前条の規定により入札参加資格があると確認され通知を受けた者であって

も、当該通知の後落札決定までの間において第５条各号に定める要件のいずれかを

欠くこととなった場合、若しくは要件を欠く事実が判明した場合においては、当該

入札参加資格を取消すものとする。 

（落札者の決定） 

第１８条 事前審査型一般競争入札の開札においては、次により落札者を決定するもの

とする。 

（１）総合評価落札方式を採用する入札の場合 

黒滝村総合評価落札方式実施要領（平成２７年４月１日施行）の定めるところに

より落札者を決定するものとする。 

（２）総合評価落札方式を採用しない入札の場合 

開札の結果により、入札書比較価格以内（最低制限価格を設けた場合は、最低制

限比較価格以上入札書比較価格以内）で最低の価格をもって入札した者を落札者



 

とする。 

２ 前項における落札者の決定において、落札となるべき入札をした者が２人以上あ

るときは、くじにより落札者を決定するものとする。 

３ 前項の場合において，当該入札者のうちくじを引かない者があるときは，これに代

えて，当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

（落札者への通知等） 

第１９条 落札者が決定したときは、入札執行者は落札決定通知書により当該落札者に

通知し、契約締結に必要な書類の提出を求めるものとする。 

第３章 事後審査型一般競争入札 

（競争入札参加表明書の提出等） 

第２０条 入札執行者は、事後審査型一般競争入札に参加しようとする者の入札参加意

思等を確認するため、入札参加希望者に競争入札参加表明書（様式第３号。以下「表

明書」という。）の提出を求めるものとする。 

２  第１項に規定する競争入札参加表明は、設計図書等の閲覧を行った者でなければ

することができない。 

３ 表明書の提出は書留郵便による郵送又は持参によって行うものとし、入札執行者の

指定する期日までに到達しなければならない。また、その作成及び郵送に要する費用

は、入札参加希望者の負担とする。また、提出がなされた表明書等は返却しないもの

とする。 

４ 表明書の提出がない者については、当該競争入札には参加を認めないものとする。 

（落札候補者の決定） 

第２１条 事後審査型一般競争入札の開札においては、落札決定を保留した上で、次に

より落札候補者を決定するものとする。 

（１）総合評価落札方式を採用する入札の場合 

黒滝村総合評価落札方式実施要領の定めるところにより落札候補者を決定するも

のとする。この場合において、当該要領中「落札者」とあるのは「落札候補者」と

読み替えるものとする。 

（２）総合評価落札方式を採用しない入札の場合 

開札の結果により、入札書比較価格以内（最低制限価格を設けた場合は、最低制限

比較価格以上入札書比較価格以内）で最低の価格をもって入札した者を落札候補

者とする。 

２ 前項における落札候補者の決定において、落札候補者となるべき入札をした者が

２人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する

ものとする。 

３ 前項の場合において，当該入札者のうちくじを引かない者があるときは，これに代

えて，当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 



 

４ 郵便入札により落札候補者が決定したときは、入札執行者は速やかに落札候補者決

定通知書（様式第４号）により当該落札候補者に通知するものとする。 

（入札参加資格の審査に必要な書類の提出） 

第２２条 入札執行者は、落札候補者に対し、入札参加資格の有無を確認するため、確

認申請書及び確認資料等の提出を求めるものとする。 

２ 落札候補者は前項の確認申請書及び確認資料等を、前条第４項に規定する通知の翌

日から起算して原則として２日（休日を除く。）以内に、持参により提出しなければな

らない。 

３ 落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書又は確認資料等を提出し

ないとき、若しくは入札参加資格の確認のための指示に従わないときは、当該落札

候補者は失格とし、その入札は無効とする。 

４ 前項の規定に該当する場合において、当該落札候補者の行為が悪質であると認める

ときは、資格停止措置要領の規定による入札参加資格停止等の措置を講じるものとす

る。 

（入札参加資格の審査） 

第２３条 入札執行者は、前条に定める確認申請書及び確認資料等の提出があったとき

は、落札候補者が入札公告等にて示した入札参加資格要件を満たしているか否かの

審査を行うものとする。 

２ 前項の審査は、前条第２項に規定する審査資料等の提出期限の翌日から起算して

原則として３日（休日を除く。）以内に行わなければならない。ただし、入札参加

資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りでない。 

（落札者の決定） 

第２４条 入札執行者は、前条に規定する審査により、落札候補者に入札参加資格が

あると認める場合は，当該落札候補者を落札者とする。 

２ 入札参加資格の審査の結果、落札候補者に入札参加資格がないと認めた場合、も

しくは開札後において落札決定までに落札候補者が入札公告等に示すいずれかの入

札参加資格要件を満たさなくなった場合は、当該落札候補者は失格とし、その者の

なした入札は無効とする。 

３ 第２２条第３項又は前項の規定により落札候補者のした入札を無効とした場合

は、入札書比較価格以内（最低制限価格を設けた場合は、最低制限比較価格以上入

札書比較価格以内）で、当該落札候補者の入札価格の次に低い価格をもって入札を

した者（以下、「次順位入札者」という。）を落札候補者とみなして前条の入札参加

資格の審査を行うものとする。この場合において、次順位入札者に入札参加資格が

あると認める場合は、当該次順位入札者を落札者とし、次順位入札者に入札参加資

格がないと認める場合は、さらに次順位の入札者について同様の審査を行い、本項

の規定による手続きを落札者が決定するまで繰り返すものとする。 



 

４ 第２１条第２項から第４項、第２２条から第２３条、及び第２４条第２項の規定

は前項の場合においてこれを準用する。この場合において、「落札候補者」とあるの

は「次順位入札者」と読み替えるものとする。 

５ 第１項もしくは第３項の規定により落札者を決定したときは、次の順位以降の入札

参加者についての入札参加資格審査等は行わないものとする。 

６ 審査の結果については、入札参加資格審査結果調書（様式第５号）により取りまと

めの上審査会に持ち回り審議を行うものとし、審議後は申請書及び確認資料等とと

もに保存するものとする。 

（落札者等への通知等） 

第２５条 落札者が決定したときは、入札執行者は速やかに落札決定通知書により当該

落札者に通知し、契約締結に必要な書類の提出を求めるものとする。 

２ 落札候補者又は次順位入札者の入札参加資格審査の結果において入札参加資格が

ないと認めた者に対しては、入札参加資格不適格通知書（様式第６号）により通知

しなければならない。この場合において、当該通知書には、不適格と認めた理由及

び次項の規定するところにより理由説明請求ができる旨を付記するものとする。 

３ 入札参加資格がないと認められた者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して

２日以内（その末日が休日に当たるときは、その翌開庁日まで）に理由説明請求書（様

式第７号）によりその理由について説明を求めることができるものとする。 

４ 前項の規定により説明を求められたときは、入札執行者は請求書を受理した日の翌

日から起算して３日以内（その末日が休日に当たるときは、その翌開庁日まで）に入

札参加資格に係る理由説明書（様式８号）により回答するものとする。 

第４章 雑 則 

（入札執行回数） 

第２６条 入札執行回数は２回（予定価格を事前に公表する入札の場合にあっては１回）

とし、入札の結果落札者となるべき者がいないときは、当該入札を不調とし、入札の

打ち切りを宣言するものとする。 

（不調入札等の取扱い） 

第２７条 第１３条の規定により入札中止又は取り消しとした場合、若しくは前条の規

定により入札不調となった場合は、次のとおり取り扱うこととする。 

（１）設計見直し等による予定価格の変更又は入札参加資格要件等の見直しの上再度

公告入札を行うものとし、再度公告入札に付してもなお落札者となるべき者がいない

ときは、令第１６７条の２第１項第８号の規定による随意契約手続きに移行すること

ができるものとする。 

（２）前号の規定にかかわらず、再度公告入札に付することができない場合は、この

時点で随意契約手続きに移行できるものとする。 

（入札参加資格の停止） 



 

第２８条 確認申請書又は表明書に虚偽の記載をした場合、若しくは明らかに入札参加

資格がないにもかかわらず入札に参加した場合は、資格停止措置要領に基づく入札参

加資格停止措置を行うことができるものとする。 

（入札結果の公表） 

第２９条 入札結果の公表は、入札執行要綱第２７条の規定するところによりに行うも

のとし、当該公表までの間は、入札の経緯及び結果の問い合わせには一切応じないも

のとする。 

（その他）  

第３０条 この要領に定めるもののほか、一般競争入札の執行に必要な事項は、入札

執行要綱によるほか入札執行者が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、施行日までに、黒滝村入

札・契約審査会で審議の上、決定した案件については従前の例によることとする。 

 

附 則（平成２８年要領第２号） 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２９年要領第２号） 

この要領は、平成２９年５月１日から施行する。 

 


